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第 4 章 計画の推進体制と進行管理 

１ 計画の推進体制 
 

環境基本計画の推進にあたっては、庁内各課の横断的連携と区民・事業者との協働が必

要です。そのため、江東エコライフ協議会をはじめ、区民・事業者・区が協働して計画の

推進に努めます。 

 

江東区環境審議会 

江東区環境審議会（以下「環境審議会」という。）は、江東区環境基本条例に基づき、環

境基本計画に関すること及び環境保全等に関する基本的事項について、専門的かつ広範な

視点から調査・審議するため、区民、事業者、学識経験者及び区議会議員から構成される

区長の附属機関です。 

環境審議会では本計画の進捗状況等を報告し、環境施策や計画の見直しについて専門的

見地から意見を述べます。 

 

庁内の推進体制 

本計画に基づく施策を総合的かつ計画的に推進していくため、関係部署が連携、協力し

て全庁的に環境施策に取り組みます。実施にあたっては、各課で進められる環境施策の進

捗状況を把握し、江東区環境白書の作成・公表を行うとともに、必要に応じて施策の継続

や見直しなどの検討を行います。 

なお、計画の策定にあたっては副区長、庁内の各部長級等で構成される江東区環境基本

計画検討委員会において検討します。 

 

江東エコライフ協議会（区民・事業者・区が協働でつくる組織） 

江東エコライフ協議会（以下「協議会」という。）は、区民・事業者・区が環境基本計画

における各施策の目標達成に向けた具体的行動を推進するための組織です。 

協議会は、地球温暖化対策の推進に関する法律第 40 条に規定されている、地域におけ

る日常生活に関する温室効果ガスの排出抑制等に関し、必要となるべき措置について協議

を行う地球温暖化対策地域協議会の役割も兼ねています。  

 

 

広域的な連携 

地球温暖化、大気・水質、生物多様性など広域的な環境問題や課題等に対しては国や東

京都、近隣区など周辺自治体とも情報を共有し、連携、協力しながら取組を推進します。  
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２ 計画の進行管理 
 

環境基本計画を区民・事業者・区の協働により着実に推進し、進行管理を行うため、取

組の計画（Plan）、実践（Do）、評価（Check）、見直し（Action）を繰り返す PDCA サイ

クルによる継続的な改善を図りながら推進していきます。 

本計画策定後も、国内外の情勢をはじめ、国による温室効果ガス削減目標の見直し、新

たな技術革新や想定し得なかった環境問題の発生など環境保全分野を取り巻く変化が予

測されます。そうした場合は、PDCA サイクルによる進行管理を行う中で、本計画等を基

本としつつ、毎年の予算編成で時宜にかなった内容で取り組み、柔軟に対応していくこと

とします。 
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ゼロカーボンシティ表明文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指すべきゼロカーボンシティ江東区の姿（イメージ） 

出典：ゼロカーボンシティ江東区実現プラン（令和6年3月） 

  


